
南風原町ＴＮＲ活動支援要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好

な生活環境の確保を図ることを目的としたＴＮＲ活動を実施する団体を支援するた

め、公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット（行政

枠）（以下「さくらねこＴＮＲチケット」という。）の交付に関し必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条　この要綱において掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによ

る。

(１)　ＴＮＲ活動　Ｔｒａｐ（捕獲）、Ｎｅｕｔｅｒ（不妊手術）、Ｒｅｔｕｒｎ

（捕獲場所に戻す。）の頭文字で、飼い主のいない猫を一時保護し、不妊手術を行

い元の場所に戻す活動

(２)　飼い主のいない猫　所有者又は飼い主がいない猫

(３)　実施団体　ＴＮＲ活動を実施する自治会、ボランティア団体、個人ボランティ

ア

(４)　さくらねこ　不妊手術済みのしるしとして、耳先を桜の花びらのようにＶ字

カットした猫

(５)　不妊手術　猫の去勢及び避妊手術の総称とし、猫の繁殖を抑制する手術

（交付対象）

第３条　さくらねこＴＮＲチケットの交付の対象は、次に掲げる全ての要件を備える者

でなければならない。

(１)　南風原町内において、飼い主のいない猫へＴＮＲ活動を行う者

(２)　ＴＮＲ活動の実施に係る人員体制の確保や捕獲、保管、運搬、解放等の適切な

作業体制の確立が可能と認められる者

（交付申請）

第４条　実施団体は、実施月の前々月の25日までにＴＮＲ活動実施申請書兼同意書（様

式第１号）と責任者の身分証の写しを町長へ提出するものとする。

（交付決定）



第５条　町長は、前条の規定による申請があったとき、その内容を審査し、さくらねこ

ＴＮＲチケット交付可否決定通知書（様式第２号）により実施団体へ実施月の前月25

日までに通知するものとする。

（実施報告）

第６条　実施団体は、さくらねこＴＮＲチケットの交付を受け、ＴＮＲ活動完了後、実

施月末から15日以内に町長へＴＮＲ活動実績報告書（様式第３号）と手術前後、実施

風景の写真をデータ等で提出するとともに利用しなかったさくらねこＴＮＲチケット

は速やかに返却するものとする。

（遵守事項）

第７条　交付決定者は、交付対象事業の実施において次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。

(１)　実施団体は、ＴＮＲ活動の実施にあたって、実施地域の自治会や住民への周知

を丁寧に行い、トラブル防止に努めること。

(２)　さくらねこＴＮＲチケットの利用によるＴＮＲ活動の実施にあたって発生した

苦情やトラブル、問合せ等については、実施団体の責任において誠実に対応するこ

と。

(３)　前条の規定により提出された実績報告書の内容について、実施団体は町ホーム

ページ等により公表することを了承すること。

(４)　実施団体は、さくらねこの病気、死骸、その他不慮の事故での身体の損傷等に

対して責任を負うこと。

(５)　公益財団法人どうぶつ基金が禁止する事項を遵守し活動を行うこと。

(６)　その他、町長が必要と認める指示を受けた場合は、その指示を遵守すること。

（違反）

第８条　町長は、実施団体が前条について履行されていないことが確認出来た場合は、

次回から当該実施団体へのさくらねこＴＮＲチケットの交付を停止するものとする。

（免責）

第９条　町長は、ＴＮＲ活動に関連して生じた事故等について、一切の責任を負わない

ものとする。

（補則）

第10条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。



附　則

この要綱は、公布の日から施行する。



様式第１号（第４条関係）



様式第２号（第５条関係）



様式第３号（第６条関係）




